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文中、(公財)全日本軟式野球連盟は全軟連、(公財)東京都軟式野球連盟は東連と略記することあり。 

 

【大会規程】 

１．総則 

この規程は、世田谷区軟式野球連盟少年・学童部 (以下、「当連盟」という。) が主催する公式大会

について、その運営、競技等に関する事項を定め、大会の円滑化を図り、以て正しい少年野球の普

及発展に寄与することを目的とする。 

 

２．公式大会 

当連盟が主催する公式の大会は次の通りとする。 

(1) 春季大会 (少年・学童高学年・低学年) 

(2) 夏季大会 (少年・学童高学年) 

(3) 秋季大会 (少年・学童高学年・低学年) 

(4) 少年新人戦 (東京都少年新人軟式野球大会世田谷大会) (少年) 

(5) 学童新人戦 (学童新人戦世田谷大会兼城南 CUP世田谷大会) (学童) 

(6) 牧野勝行杯学童王座決定戦 (学童高学年) 

(7) 3年生以下の大会 (学童 3年生以下) 

 

３．参加資格及び上部大会 

公式大会及び上部大会の参加資格は次の通りとする。 

(1) 春季大会 

① 少年の部の参加資格は、中学 3年生以下で編成されたチームとし、1球団複数のチーム 

参加も可能とする。 

② 高学年の部の参加資格は、小学 6年生以下で編成されたチームとし、1球団複数のチー 

ム参加も可能とする。 

尚、高学年の部の大会では、小学 4年生以下の選手は投手を務めることができない。 

③ 低学年の部の参加資格は、小学 4年生以下で編成されたチームとし、1球団複数のチー 

ム参加も可能とする。 

④ 少年の部の優勝チームは、東京都少年軟式野球大会アンダーアーマートーナメントに参 

加することができる。 

⑤ 高学年の部の優勝、準優勝チームは、全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメ 

ント東京都大会と東京都知事杯東京都学童軟式野球大会フィールドフォーストーナメ 

ントの両者に出場することができる。 

⑥ 低学年の部の優勝チームは、東京都知事杯マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップ 

に出場することができる。 

(2) 夏季大会 

① 参加資格は、(1)と同様とする。 

② 高学年の部の優勝チームは、ジャビットカップチャンピオン大会に出場することができ 
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る。 

③ 高学年の部の準優勝チームは、京王沿線学童軟式野球大会に出場することができる。 

④ 高学年の部の第 3位チーム(準決勝で敗退の 2チーム)同士で別途試合を行い、勝ったチ 

ームは東京都軟式野球連盟第 2ブロック学童軟式野球大会に出場することができる。 

(3) 秋季大会 

① 少年の部の参加資格は、中学 1年生及び 2年生で編成されたチームとし、1球団複数の 

チーム参加も可能とする。 

② 学童の部の参加資格は、高学年の部、低学年の部とも(1)と同様とする。 

③ 少年の部の優勝チームは、翌年に開催される全日本少年軟式野球大会東京都大会リポ 

ビタントーナメントに出場することができる。東京都大会の参加資格は、中学 3年生 

以下で編成されたチームとする。 

(4) 少年新人戦 

① 参加資格は中学 1年生及び 2年生で編成されたチームとし、１球団複数のチーム 

  参加も可能とする。 

② 優勝チームは、東京都少年新人(中学)軟式野球大会コントリビュートトーナメントに出 

場することができる。 

(5) 学童新人戦 

① 参加資格は小学 5年生以下で編成されたチームとし、1球団複数のチーム参加も可能と 

する。 

尚、学童新人戦の大会では、小学 4年生以下の選手は投手を務めることができない。 

② 優勝、準優勝チームは、東京新聞杯争奪東京都学童軟式野球大会新人戦兼関東学童軟式 

野球秋季(新人)東京都大会及び城南 CUP大会に出場することができる。 

③ 第 3位チーム(準決勝で敗退の 2チーム)は城南 CUP大会に出場することができる。 

④ 優勝チームは、翌年に開催されるナガセケンコー杯スプリング親善野球大会に出場する 

ことができる。 

(6) 牧野勝行杯学童王座決定戦 

上記(1)から(3)の大会における学童高学年の部の優勝、準優勝、第三位チームが出場

することができる。 

(7) 3年生以下の大会 

参加資格は小学 3年生以下で編成されたチームとする。 

1球団で複数チームの参加も可能である。 

また、複数球団による合同チームの参加を認める。 

 

 諸般の事情により、上部大会への進出基準は個別に対応することがある。 

 

４．参加申込／登録 

① 公式大会の参加申込みは、チーム登録届をメールで当連盟に提出し、後日登録申込書 

等の書類のメールによる提出及び登録費、大会参加費等の振込により行うものとする。 
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② 次に 2025年度より、「野球ねっと」システム経由で東連へのチーム登録とスタッフ 

及び選手の登録を行う。 

更に全軟連と東連へのチーム登録費および監督・コーチのスタッフ数と選手数に応じた 

個人登録費の支払い、更に当連盟に登録費と大会参加費の支払いを行うものとする。 

③ 公式大会には登録された選手以外は出場することはできない。 

④ 参加申込 1チームの登録選手は、10名以上で上限は設けない。 

⑤ 選手登録と同時に、代表者、監督及びコーチ(2名以内)を届け出るものとする。 

  また、スコアラー、マネージャーを登録することができる。 

同一球団が複数のチームを登録する場合、監督、コーチ以外の代表者、連絡責任者等は 

同一人でも構わないが、監督とコーチはチーム毎に各々別人としなければならない。 

⑥ 一度登録された選手が世田谷区外に転出した場合、当連盟に申請があれば引き続き登録 

選手として認める場合がある。 

⑦ 当連盟に加盟する球団に一度登録された選手は、原則として当該年度内に他の球団に移 

籍登録することはできない。 

但し、転居及びその他の考慮すべき特別な理由を有する場合はこの限りではない。 

⑧ 同一球団において同じクラスに複数のチームを登録している場合、同一大会ではチーム 

間の選手異動(登録変更)はできないが、大会が変われば、その大会の組合せ抽選が行わ 

れる前であれば、登録変更を申し出ることによってチーム間の選手異動が可能である。 

登録変更を申し出る方法は、組合せ抽選会までに「登録申込書(選手名簿)」をメールに 

て提出することによる。 

また、組合せ抽選が連盟役員による代理抽選となった場合は、当連盟から代理抽選を 

行う旨の案内が発信されたあとに速やかに「登録申込書(選手名簿)」をメールにて提出 

するものとする。（連盟メールアドレス： sg.regist@sbbl.tokyo ） 

⑨ 高学年の部の登録が 1チームの球団に限り、4年生以下の選手を高学年の部と低学年の 

部の両方に重複登録することができる。 

⑩ 新規選手の追加登録並びに、背番号等の変更登録や登録抹消等は随時行うことができる。 

 

５．監督会議 

(1) 公式大会前に監督会議を開催する。 

(2) 参加申込チームは、必ず監督会議に出席しなければならない。出席しないチームは原則として、 

棄権とみなす。 

    諸般の事情により、監督会議を実施しないことがある。 

 

６．組合せ抽選及び大会開催日程 

(1) 公式大会の組合せ抽選は、原則監督会議において行い、その結果は変更することができない。 

監督会議を実施しない大会の組合せ抽選は、連盟役員による代理抽選とする。 

(2) 大会開催日は、日曜・祝日とする。但し、日程上やむを得ない場合は、平日または土曜日に 

開催する場合がある。 



4 

 

(3) 学校行事により大会に参加できない日については、当連盟に「学校行事日程届」を提出する 

ことができる。尚、提出可能な学校行事は、大会期間中の日祝祭日に行われる学校行事であり、 

チーム単位に 3校以内とする。 

「学校行事日程届」はメール(アドレス： gakudo-scdl@sbbl.tokyo)にて提出するものとする。 

 

７．開会式及び閉会式 

(1) 全ての公式大会の開会式を代表して、年度当初に総合開会式を行う。 

(2) 総合開会式に参加する選手、監督、コーチはチームユニフォームを着用し、各チーム毎に規定 

のプラカードを持参する。 

(3) 閉会式は公式大会毎に行う。 

 

８．競技運営に関する注意事項 

公式大会における競技運営については、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 出場チームは試合開始予定時刻の 50分前までにグラウンドに到着し、遅くとも試合開始予定時 

刻の 40分前までに大会本部に所定のメンバー表(3部)を提出し、照合を受けること。 

(2) 試合に出場できる選手数(ベンチ入りができる選手数)は、10名以上 25名以内とする。 

(3) ベンチは組合せ抽選番号の若いチームを 1塁側とする。 

  先攻／後攻はジャンケンで決することとする。試合前に球審が両チームの監督と主将をホーム 

ベース付近に呼び、主将同士のジャンケンで決める(ジャンケンに勝った方が先攻か後攻かを 

選択する)。 

(4) 試合中、ベンチの中に入れるスタッフは、登録申込書に記載されたユニフォームを着用した監督 

1 名、コーチ 2 名と、代表者 1 名、マネージャー1 名、スコアラー1 名の合計 6 名以内とする。

但し、当連盟役員又は審判員が認めた場合はこの限りではない。 

尚、監督及びコーチ以外はユニフォームを着用しないこととする。 

(5）学童部の試合においては、公認学童コーチあるいは同等資格を有する 1名以上のスタッフが 

ベンチ入りすることが必要となる。 

資格保有者有無の確認は、上記(3)のジャンケンで先攻／後攻を決める際に行う。 

資格保有者は保有資格の登録証(カード)を球審に提示する。あるいはスマートフォンから資格 

が確認できる画面(例えば、PlayBB-membersのマイページ)の提示で代替することもできる。 

ベンチ入りしたスタッフの誰も資格を保有していないチームは、不戦敗となる。 

(6) 今現在行われている試合が試合開始後 50分経過或いは 4回裏が終了した場合、出場選手の照合   

を受けている次の試合のチームの先発バッテリーは、ファウルグラウンド或いはグラウンド内の 

ボールデッドゾーンにて準備投球をすることができる。 

これは少年の部、学童高学年の部、学童新人戦の各大会に適用されるもので、学童低学年の部の 

大会では、上記 50分を 40分に 4回裏を 3回裏に読み替えるものとする。 

(7) ベンチ内での電子機器類(携帯電話、パソコン等)の使用を禁止するが、電子スコア記録用として 

１台の使用を認める。メガホンはベンチ内に限り１個の使用を認める。 

(8) 試合開始予定時刻になっても選手が 9人揃わない場合は試合を棄権したものと見做す。 
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(9) 登録申込書(選手名簿)に記載されているが、メンバー表に記載の無い選手を試合に出場させる 

  場合、あるいは出場していることが判明した場合、球審に申し出てメンバー表に追記すること 

  により、当該選手は試合に出場することができる。 

  尚、登録申込書(選手名簿)に記載されていない選手を、試合開始後に登録変更届を提出して 

  試合に出場させることはできない。 

  登録変更届はあくまでも試合前に提出する必要がある。 

(10)放棄試合は如何なる理由をもっても認めない。 

(11)2024年度より指名打者制(DH制)を導入している。 

  チームは必ずしも指名打者を指名しなくてもよい。少年・学童部ではいわゆる二刀流選手制は 

  採用しない。指名打者制の詳細は、少年・学童部 HPの大会情報 ⇒ 少年・学童部規約 ⇒ 

5.指名打者制規定(2024-1-16付で全軟連より発信された規定)を参照されたい。 

 

９．ユニフォーム 

(1) 同一チームの選手、監督、コーチは、同色・同形・同意匠のユニフォーム、帽子、ストッキング、 

アンダーシャツを着用しなければならない。 

尚、選手数不足等により合同チームで大会に出場する場合は、これを必須としないことがある。 

少年学童部ではロングパンツの着用を禁止する。監督・コーチの着用も同様に禁止とする。 

ネックウォーマーの着用はできるが、登板中の投手の着用は禁止する。 

スパイクは、同色・同形・同意匠が望ましいがこの限りではない。 

尚、学童部は金属製のスパイクは使用できない。 

(2) ユニフォームには必ず算用数字による 0から 99までの背番号を付けることとし、重複は許され 

ない。選手は 0から 27及び 31から 99まで、主将は 10とする。監督は 30、コーチは 29・28と 

する。 

(3) 背番号の規格は、最小 15.2cm以上、最大 縦 21cm、横 16cm、太さ 4cm以内とする。 

(4) ユニフォームの背中に名前を付ける場合は、背番号の上にローマ字で姓のみとする。同姓の選手 

がいる場合、名前の頭文字を入れても良い。尚、名前を付ける場合は、チーム員全員が付けるこ 

ととする。 

 

10．使用球及び使用用具 

(1) 使用球は、少年の部は軟式用Ｍ号を使用する。学童の部は軟式用Ｊ号を使用する。 

使用球は当連盟が用意する。 

(2) バットは木製の他、全日本軟式野球連盟公認の JSBBマークのある金属製のバットを使用するこ 

ととする。 

これまでバットの改造は認めていなかったが、2023年度より「後付けフレアグリップの使用に 

ついては、専用テープ等で完全に固定・被覆されたなだらかな形状のものであれば使用を認める」 

こととしている。 

尚、学童部の選手が、一般用バットのうち、打球部にウレタン、スポンジ等の素材の弾性体を 

取り付けたバットを使用することを 2025年より禁止する。 
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この様なバットであっても、少年用バットの使用制限は無い。 

但し、使用するグラウンドにグラウンド固有の規定がある場合は、そちらを優先する。 

(3) 捕手(控え捕手を含む)は、マスク(スロートガード付き)、ヘルメット、レガース、プロテクター 

及びファウルカップ(局部保護カップ)を着用しなければならない。 

捕手(控え捕手を含む)用マスクの SGマーク合格品の着用義務化は、コロナ禍による原材料不足 

等の理由によりこれまで猶予されてきたが、2024年をもって猶予期間は終了し、2025年から 

義務化される。 

試合時に、SGマーク合格品の捕手用マスクを所持していないチームは、不戦敗となる。 

(4) 打者、次打者、走者及びベースコーチは全日本軟式野球連盟公認の両耳付きの同一ヘルメットを 

使用しなければならない。また、球審へのボール渡しをする選手及び打者が置いていったバット 

を取りにいく選手も同様とする。 

(5) 学童の部で使用するホームベースは、一般用のホームベースと同じサイズのものを使用する。 

 

11．競技規則 

競技規則は、公認野球規則、全日本軟式野球連盟並びに東京都軟式野球連盟の規則に準ずるものと 

する。但し、当連盟規則及び使用球場毎にグラウンドルールがある場合は、これを優先する。 

 

12．塁間など 

投手板～本塁間、及び塁間は以下の通りとする。 

(1) 少年の部は、投手板～本塁間は 18.44m、塁間は 27.43mとする。 

(2) 学童高学年の部及び学童新人戦は、投手板～本塁間は 16m、塁間は 23mとする。 

(3) 学童低学年の部は、投手板～本塁間は 14m、塁間は 21mとする。 

(4) 3年生以下の大会は、特別規則として別途定める。 

 

13．試合イニング数・試合時間 

(1) 試合開始は、球審が１回の表に最初に「プレイ」を宣告した時とする。 

(2) 少年の部は 7回戦とする。但し、試合開始後 1時間 30分を過ぎて新しいイニングに入らない。 

  決勝戦については、試合開始後 1時間 45分を過ぎて新しいイニングに入らない。 

(3) 学童高学年の部及び学童新人戦は 6回戦とする。但し、試合開始後 1時間 30 分を過ぎて新しい 

イニングに入らない。決勝戦においても同様とする。 

(4) 学童低学年の部は 5回戦とする。但し、試合開始後 1時間 20分を過ぎて新しいイニングに入ら 

ない。決勝戦においても同様とする。 

(5) 3年生以下の大会は、特別規則として別途定める。 

 

14．特別延長戦 

特別延長戦は、継続打順で前回の最終打者を 1塁走者、その前の打者を 2塁走者とした無死 1,2塁 

の状態にて 1イニング行い、得点の多いチームを勝ちとする。勝敗が決しない場合は、さらに継続 

打順でこれを繰り返す。最大 2イニングス行っても決着がつかない場合、抽選で勝敗を決する。 
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15．再試合と特別継続試合(サスベンデットゲーム) 

   (1) 天候その他により試合が途中で中止になった場合は、以下の規則を適用する。 

・後攻チームの 2回裏の攻撃が完了していない場合は、再試合とする。 

      ・後攻チームの 2回裏の攻撃が完了後に試合が中止となった場合は、特別継続試合(サスペンデッ 

ドゲーム)とする。 

特別継続試合の場合は、当連盟役員又は審判員の指示の下、以下の通り行うこととする。 

(ア) メンバー表は特別継続試合の開始前に改めて大会本部に提出し、照合を受けること。 

(イ) 元の試合のメンバー表に記載されていなかった選手であっても、特別継続試合に出場する 

ことができる。 

(ウ) 元の試合で打順が特定されている選手が、特別継続試合にも出場する場合は、元の試合と 

   同じ打順を引き継がなければならない。 

(エ) 元の試合に出場して他の選手と交代してその試合から退いた選手は、特別継続試合ではプ 

レイをすることができない。但し、ベンチ入りやベースコーチを務めることはできる。 

(オ) 元の試合の中断された個所から試合を再開する。 

(カ) 特別継続試合が元の試合とは別の日に行われる場合は、投手の投球数は引き継がない。 

(2) 当連盟は正式試合となるイニングを定めない。 

 

16.１イニングの得点数による攻守交代 

  学童低学年の部および、3年生以下の大会については、アウトカウントに関係なく、あるイニングの

攻撃側の得点が決められた点数に達した場合は、攻守交代とする。 

  (1) 学童低学年の部は、１イニングに 15点に達した場合に攻守交代とする。 

  (2) 3年生以下の大会は、特別規則として別途定める。 

 

17．コールドゲーム 

得点差によるコールドゲームは次の通りとする。 

(1) 少年の部は、3回以降 10点以上の得点差、5回以降 7点以上の得点差の場合 

(2) 学童高学年の部及び学童新人戦は、1回以降 30点以上の得点差、2回以降 20点以上の得点差、 

3回以降 10点以上の得点差、5回以降 7点以上の得点差の場合。 

(3) 学童低学年の部は、2 回以降 20点以上の得点差、3回以降 10点以上の得点差、4回以降 7点 

以上の得点差の場合。 

(4) 3年生以下の大会は、得点差によるコールドゲームは適用しない。 

 

18．ボークの取扱い 

学童低学年の部の大会においては、ボーク規定は適用しないこととする。 

但し攻撃側が不利となる場合は、プレイをやり直すこととする。尚、該当する所作を行った場合は、

一連のプレイが終了後、審判員は当該選手及び監督に対して教育的観点から説明を行う。 
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19．投手の投球制限 

投手の投球制限については、肘・肩の障害防止を考慮し、次の通りとする。 

(1) 少年の部の大会においては、1 日 100 球までとし、100 球に達した際の打者の打撃が完了するま

でとする。 

当面の間「投手が他の守備位置についた場合、同一試合では再び投手に戻ることはできない」と

いう規則は適用しない。 

  (2) 学童高学年の部の大会及び学童新人戦においては、1 日 70 球までとし、70 球に達した際の打者

の打撃が完了するまでとする。 

    学童低学年の部の大会においては、上記 70球を 60球と読み替える。 

当面の間「投手が他の守備位置についた場合、同一試合では再び投手に戻ることはできない」と

いう規則は適用しない。 

 

20．チーム審判員制 

  当連盟では「チーム審判員制」を採用している。 

  球審は連盟の公認審判員が務めるが、塁審はチームから 1名ずつ出していただく。 

  (1) 球審 1名、塁審 2名の三人制で行う。 

  (2) 「後審」制で行う。すなわち、第 1試合の 2チームが第 2試合の塁審を担当し、 

第 2試合の 2チームが第 3試合の塁審を、第 3試合の 2チームが第 4試合の塁審を担当する。 

但し、連盟審判員数が充足しているグラウンドのチーム審判員は、2チームの内 1チームが担当 

する。 

この場合は第 2試合のチーム審判員は第 1試合の 1塁側チームが、第 3試合は第 2試合の 3塁側 

チームが、第 4試合は第 3試合の 1塁側のチームが塁審を担当し、もう 1人の塁審は連盟審判員 

が担当する。 

その日の塁審は何人がチーム審判員を務めるかは、例えば日曜日に試合がある場合は、前週の 

水曜日までに連盟 HP に掲載する。 

その日の最終戦に試合がある 2チームは塁審担当がない。 

    第 1試合の塁審は、全員連盟の審判員が担当する。 

  (3) 準々決勝戦以降の試合の審判員は、全員連盟審判員が務める。 

  (4) 当面の間、少年の部の試合では「チーム審判員制」は採用しない。 

 

21．タイムの回数制限等 

(1) 監督が 1試合に投手の所に行ける回数は 3回以内とする。 

特別延長戦に入った場合は、それまでの回数に関係なく 2 イニングスに 1回行くことが出来る。 

学童低学年の部の大会においては、上記 3回を 2回と読み替える。 

(2) 新しいイニングの初めに監督が投手のところに行った場合、また、投手の交代時に新しい投手 

のところに行くか、投手が準備投球を始めるまでマウンドに留まっていたら、「監督が投手のと 

ころに行った回数」に数える。 
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(3) 監督が同一イニングに同一投手の所に 2度目に行くか、行ったとみなされる場合（伝令を使う 

か、捕手または他の野手に指示を与えて直接投手の所に行かせた場合）は、投手は自動的に交 

代しなければならない という規則は 2024年秋季大会から適用していない。 

当連盟では交代した投手が他の守備位置につくことが許される。 

(4) 捕手または内野手が、1試合に投手のところに行ける回数は、3回以内とする。 

特別延長戦に入った場合は、それまでの回数に関係なく 2 イニングスに 1回行くことが出来る。 

    野手〈捕手も含む〉が投手の所へ行った場合、そこへ監督が行けば、双方 1回として数える。（逆 

の場合も同様とする。） 

    投手交代の場合は、監督のみ回数に含まない。 

学童低学年の部の大会においては、上記 3回を 2回と読み替える。 

(5) 攻撃側のいわゆる作戦タイムは、1試合に 3回以内とする。 

特別延長戦に入った場合は、それまでの回数に関係なく 2 イニングスに 1回行くことが出来る。 

学童低学年の部の大会においては、上記 3回を 2回と読み替える。 

(6) タイムは、1分以内を限度とする。 

(7) 守備側がタイムを取っている間に、攻撃側が走者を呼び戻し指示を与えることはタイムの回数に 

数えない。但し、守備側のタイムが終了しても引き続き指示を与えているような場合は、攻撃側 

のタイムとして数える。 

 

22．故意四球の申告 

   (1) 打者を故意四球とする場合、守備側の監督は審判員に必ずタイムを要求する。 

   (2) 打者の打撃途中のカウントからでも申告することができる。 

   (3) 申告による四球は、実際に投球されていない場合、投球数に数えない。 

 

23．野次等の禁止 

(1) 選手又は審判員に対する野次や、個人攻撃、悪質な言動他、目に余る行為は厳禁とする。 

(2) 投手が投手板に触れて投球位置についたら、投手の動揺を誘うような大きな声を発しないこと。 

(3) 前項及び前々項に違反したときは、当連盟役員又は審判員が注意を与えることとする。再度注意 

を与えても遵守しない場合は当該者を退場させる場合がある。 

 

24．危険なプレイ及び暴力行為の禁止 

(1) 攻撃側のプレーヤーが野手の落球を誘おうとして、或いは触塁しようとして、意図的に野手に体 

当たりする等乱暴に接触する行為や高く足を上げたスライディング等危険な行為は禁止する。 

(2) 捕手や野手がボールを保持していない場合に作為的な空タッグする行為、塁線上及び塁上に位置 

して走者の走路を塞ぐ行為、並びに捕手又は野手がボールを保持している場合に故意に足を塁線 

上又は塁上に置いたり、脚を横倒しにする等により、走者の走路を塞ぐ行為等は禁止する。 

(3) 監督及びコーチによる選手に対する暴力行為は禁止する。暴力行為は肉体的な接触のみならず悪 

質な言動等、言葉による暴力行為を含むものとする。 

 



10 

 

25．規則違反の措置 

(1) 公式大会出場チーム又は選手が次の各号に該当するときは、当該チーム又は監督・コーチ・選手 

に対し、当連盟役員の合議により、相当の措置を行う。 

(ア) 不正登録チームの場合 

・試合中に不正が発見された場合は、直ちに試合を終了し、相手チームに勝ちを与える。 

・不正登録のチームが勝利し、その不正が試合終了後に発見された場合は、次の相手チーム 

に勝ちを与える。 

・不正登録のチームが優勝し、その不正が決勝戦終了後に発見された場合は、準優勝チーム 

を優勝とする。 

(イ) 軟式野球規則に対する違反 

・上記 11.競技規則に従い審判員の下した如何なる判定に対してもこれに服従しないもの。 

(ウ) 大会秩序を乱し、その進行を妨げる場合 

・軟式野球の正しい発展を阻害するような言動を敢えて行い、大会の進行を妨げる行為を 

した者。(チーム又は選手の関係者も含む) 

・特に暴力行為（肉体的な接触のみならず言葉による暴力行為を含む）に対して、当連盟は 

厳しく対処する。暴力行為を行った当人及びチームに対しては注意のみならず、除名、 

出場停止、退場、没収試合等の処分を行うことがある。 

(エ) その他本規程に違反した場合 

(2) 前項の規則違反を犯したチーム又は監督・コーチ・選手に対する措置については、当連盟が速 

やかに協議し、結果を当該チームに通知するものとする。 

 

以上 

改訂：2014年 3月 1 日     改訂：2015年 4月 27日 

改訂：2016年 3月 6 日     改訂：2017年 2月 20日 

改訂：2018年 2月 26日     改訂：2019年 3月 1日 

改訂：2020年 7月 1 日     改訂：2021年 3月 1日 

改訂：2022年 3月 1 日     改訂：2023年 3月 1日 

改訂：2024年 3月 1 日     改訂：2025年 3月 1日 

改訂：2026年 3月 1 日 
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【試合細則】 

１．試合開始予定時刻 (下記時刻の 5分前にベンチ前に整列し、審判員の集合合図を待つこと) 

  試合開始及び終了時の挨拶は、両チームの選手がホームベースを挟み向かい合って行うものとする。 

【二子玉川緑地運動場 野球場】 

(1) 3月  ①9:15 ②11:00 ③12:45 ④14:30 

(2) 4月～11月 ①9:15 ②11:00 ③12:45 ④14:30 

(3)12月  ①10:00 ②11:50 ③13:40 

   

【総合運動場 野球場】【都立砧公園 野球場】【区立世田谷公園野球場】【区立羽根木公園野球場】 

    3月～12月 ① 9:00 ②10:50 ③12:40 ④14:30 

  <試合開始時刻は、天候、グラウンド状態、前の試合の進行状況等により前後することがあります> 

 

２．試合予定、試合の有無の確認 

(1) 試合予定 

各大会のトーナメント表(試合予定)は、当連盟少年・学童部ホームページの大会情報 

 ( https://sbbl.tokyo/gakudo/tournament_info/tournament/  )にて適宜確認のこと。 

(2) 当日の試合有無の確認 

原則試合当日朝の 6:00～6:30の時間帯にＸ(旧ツイッター)にて確認のこと。 

（パソコンから： https://twitter.com/sbbl_gakudo     ） 

（携帯電話から： https://mobile.twitter.com/sbbl_gakudo ） 

 

３．競技者等のマナー 

(1) スピードアップ 

(ア) 準備投球は初回(救援を含む)に限り、1分を限度として 7球以内とする。次回以降は 3球以 

内とする。 

投手の準備投球数に関して、先発投手の初回の準備投球数は７球以内とする。 

救援投手については、守備として試合に出場していた選手が投手として登板する場合は 

５球以内とする。まだ試合に出ていない選手や、代打・代走で出場した選手が投手として 

登板する場合は、７球以内とする。 

２回目以降の準備投球数は、全ての投手が３球以内とする。 

(イ) 攻守交替は駆け足で行い、守備終了後のボールは投手板上に置いてベンチに戻ること。 

(ウ) 投手が捕手のサインを見るときは必ず投手板に軸足を付けること。 

(エ) 投球を受けた捕手は、速やかに投手に返球すること。 

(オ) 捕手から返球を受けた投手は、速やかに軸足を投手板に付け投球姿勢に入ること。 

(カ) 投手が投球位置にいる、いないに関係なく打者は速やかにバッターボックスに入ること。 

尚、サインはバッターボックス内で見ること。 

また、次打者は必ず次打者席に入り立った姿勢で待ち(低い姿勢で待つことも構わない)、 

バットは肩に乗せないで下に向けて持つこと。投手も必ず実行すること。 
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(キ) バックネットへのファウルボールは原則として攻撃側の選手が取りに行き、汚れを落とし 

て球審に渡すこと。 

(ク) 捕手は準備投球を受ける際にもマスク(スロートガード付)、ヘルメット、プロテクター、 

レガース、ファウルカップ(局部保護カップ)を着用のこと。尚、攻守交代時に、捕手が防 

具等を装着するのに時間がかかる場合、控え選手が準備投球を受けるために捕手の代わり 

を務める場合も、捕手同様に防具等を着用すること。但し、監督又はコーチが捕手の代わ 

りに準備投球を受ける場合はこの限りではない。 

    (ケ) 学童高学年(新人戦を含む)の試合においては、準備投球を受ける捕手は、原則選手とする。 

      但し、チーム事情により控え捕手を用意できないなど、監督又はコーチが受けなければ 

ならない時には、試合前(先攻/後攻を決めるジャンケンの時等)に球審に申し出ることに 

より、監督又はコーチが受けることを認める。 

学童低学年の試合では、試合前に球審に申し出る必要はない。 

(コ) 内野手間の転送球は禁止する。 

(サ) タイムは 1分間を限度とする。但し、審判員が認めた場合はこの限りではない。タイム中、 

監督に限りマウンドに行って指示することが出来る。監督はマウンドへの行来は小走りで 

スピーディに行うこと。 

   (シ) 次の試合のチームは、試合の進行状況を確認の上、ライト側・レフト側のボールデッドゾ 

ーンにて待機し、球審がゲーム終了を宣告した後、速やかにグラウンド内の外野にて練習 

を開始すること。 

(2) フェアプレイ 

(ア) ストライク、ボール、アウト、セーフ、フェア、ファウルボール等判定に対する抗議は厳 

禁とする。但し、監督、当該選手に限り審判員に対して、規則適用の確認をすることがで 

きる。 

(イ) 捕手が投球を受けた際、意図的にボールをストライクに見せようとミットを動かす行為は 

禁止する。 

(ウ) 打者がインコースの投球に対して体をねじる等故意に当たりにいく行為は禁止する。 

(エ) 学童の部は、投手が変化球を投げることは禁止する。 

(3) その他 

(ア) 試合終了後、勝ちチームはグラウンド整備を行うこと。 

(イ) 試合前練習時は、ファウルライン、ボールデッドラインを消さないように留意し、ノック 

   やキャッチボールはラインより 5m以上離れた場所にて行うこと。 

   試合前練習に参加できるチームスタッフは、ユニフォームを着用した監督及びコーチ(２名 

   以内)の最大３名とする。 

(ウ) 選手の安全を確保するため、試合前練習時のバッティング練習(ティーバッティング、トス 

バッティングを含む)を禁止する。 

(エ) 投手の準備投球中に、審判員が「ワンモアピッチ」とコール後は、野手は速やかに練習球 

   を自陣ベンチに戻すこと。 

(オ) 試合中にグラウンドに出ることが出来るのは選手と監督のみとし、コーチは準備投球を受 



13 

 

ける場合のみとする。 

(カ) 交代予定の選手のキャッチボールは、原則として選手同士にて、両ベンチより外野側のフ 

ァウル地域(ボールデッドゾーン)でのみ行うこと。但し、ベンチ入りの選手数やチーム事 

情により、監督・コーチが相手をする場合は、事前に審判員に申出るものとする。 

この審判員への申し出は、上記(1)(ケ)の条項に合わせ、試合前に(先攻／後攻を決める 

ジャンケンの時等)に球審に申し出ることとする。 

本条項は、学童高学年の試合に適用し、低学年の試合では事前の申し出は不要とする。。 

(キ) 試合中におけるベンチ内外での素振りは禁止する。 

(ク) ベンチに入った監督、コーチ等スタッフは、試合中みだりにベンチを離れ、グラウンド外 

に出ることを禁止する。 

    (ケ) 各試合で多数のビデオカメラによる撮影が行われているが、試合進行の妨げになるケース 

      が増えてきているので、下記制限を設ける。 

     ・バックネット裏にビデオカメラを設置の場合は、連盟の指定するエリア内で且つ１チーム 

１台までとする。 

     ・外野からバッターボックス方向に向かってのビデオ撮影は、サイン盗みの疑いが生じる 

      可能性があることから、禁止する。 

 

４．試合球場による規則 

  (1) 二子玉川緑地運動場 

(ア) 少年 B面及び少年 C面のレフトからセンター方向に設置されている外野ネットの横(ネット 

が張られていない箇所)を抜けて打球がボールデッドゾーンに入った場合、３個の安全進塁 

権が打者及び走者に与えられる。 

また、バウンドしたボールを捕球した選手がボールデットラインを越えても同様とする。 

(ア) 少年 B面及び少年 C面のレフトからセンター方向に設置されている外野ネットの横(ネット 

      が張られていない箇所)を抜けて打球がボールデッドゾーンに入った場合、これまで 3塁打 

としていたが、2026 年度よりホームランとする。 

・ネットの延長線上を越えた全ての打球(インフライト、ゴロのいずれも)に適用する。 

(イ) 少年 B面と少年 C面のライト、センター間に、新たに三角コーンを設置して(少年 B面､C面 

のライトに設置されているポール間を結ぶライン)、このラインを少年 B 面、C面の打球が 

越えた場合、及び三角コーンに打球が当たった場合はボールデッドとし、ホームランとする。 

     ・ラインを越えた全ての打球(インフライト、ゴロのいずれも)に適用する。 

     ・三角コーンに打球が当たった結果、ラインを越えなかった場合も適用される(三角コーンに

当たった時点でボールデッド、ホームランとなるので、打球が跳ね返った方向は関係ない)。 

(ウ) 少年 A面ライト側の植込み前面に打球が当たった時の処置として、打球が植込みに触れて 

もグラウンドに戻ってきた場合はフリーとする。 

      また、打球が植込み内に入っても、その後真下に落ちて見えている場合もフリーとする。 

      但し、真下に落ちた打球が見えていても野手がそのボールを取り上げるのに時間が掛かると 

      審判員が判断した場合は、タイムを掛け打者と走者に２個の安全進塁権を与える。 
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   (2) 総合運動場野球場 

学童の部に限り以下の規則を適用する。 

(ア) 外野のラバーフェンスをインフライトの打球が直接越えた場合は、本塁打とする。 

(イ) 一度地面に触れた打球がこのフェンスを越えた場合は、エンタイトルツーベース(ground 

rule double)とする。 

 

５．その他お願い 

(1) 二子玉川緑地運動場 

(ア) 駐車場 

当日試合があるチームの「入場許可証」を掲示した 1台のみ駐車が可能です。 

当日試合がないチームや同一球団他チームの「入場許可証」を掲示しての不正駐車はでき 

ません。不正を発見した場合は当該チームの「入場許可証」は没収し、以後は交付致しま 

せん。駐車場入口付近に駐車或いは停車し、選手の送迎を行うことは近隣住民への迷惑行 

為となるため、厳禁とします。 

二子玉川緑地運動場の駐車場が開く前に、グラウンド周辺道路で人が乗り降りする、時間 

調整の為に車を駐車する等により、渋滞が発生するなど近隣住民の皆様への迷惑となって 

います。下記事項を確認頂き、保護者を含むチーム関係者に周知徹底頂きます様、宜しく 

お願い致します。 

     ・土手沿いの道路上での車両の停車をしない(選手の乗降) 

     ・浄水場前付近で駐停車しない(緑地駐車場開場までの待機) 

     ・上記を守るために、駐車場が開く 8時前には車で来ない。 

     ・第 2試合以降のチームは、8時 30分前には車で来ない。 

(イ) 練習禁止場所等 

ピクニック広場等野球場以外ではバット、ボールを使用した練習は厳禁とします。 

特にサッカー場では練習、体操やランニングも禁止とします。 

(ウ) 外野ネットの設置と後片付け 

少年 A面、B面及び C面の外野ネットの設置と後片付けの協力をお願いします。 

(エ) 喫煙禁止 

指定された場所以外での喫煙は禁止します。 

(オ) 自転車置き場 

自転車は、少年 B面バックネット裏の大会本部後方の所定の自転車置き場に駐輪して下さ 

い。 

(2) 総合運動場、都立砧公園、区立世田谷公園野球場、区立羽根木公園野球場等 

(ア) 練習禁止場所等 

野球場以外ではバット、ボールを使用した練習は厳禁とします。 

(イ) 喫煙場所 

指定された場所以外での喫煙は禁止します。 
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６．問合せ連絡先等 

(1) 問合せ先 

    ① 試合日程や組合せに関する問合せ   gakudo-scdl@sbbl.tokyo 

    ② その他の一般的な問合せ       sg.ask@sbbl.tokyo 

(2) 試合開催日の緊急連絡先 

090-4201-9291           9:00～16:00 

(3) 公式 HP 

世田谷区軟式野球連盟       https://sbbl.tokyo/ 

以上 
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【試合時間の解釈について】 

当連盟の公式戦においては、試合時間に制限を設けています。その試合時間の解釈は下記の通りとします。 

 

原  則：試合開始後 1時間 30分(学童低学年は 1時間 20分)を過ぎて、新しいイニングに入らない。 

試合開始：球審が 1回の表に最初に「プレイ」と宣告した時を試合開始とし、開始時刻、終了時刻は審判員が 

管理します。 

※下記事例は、少年・学童高学年の部及び学童新人戦について例示しており、学童低学年は 5回戦となります。 

 また、3年生以下の大会は、「3年生以下の大会」特別規則によります。 

 

事例 1：5回表、同点の状態にて先攻の攻撃中に規定の時間となった場合は、5回が最終回となる。 

1 2 3 4 5 6 計

先攻 0 0 1 0 0

後攻 0 0 1 0
 

 

事例 2：5回裏、同点の状態にて後攻の攻撃中に規定の時間となった場合は、5回が最終回となる。 

後攻が得点をあげた場合は、サヨナラ試合となる。 

1 2 3 4 5 6 計

先攻 0 0 1 0 0

後攻 0 0 1 0
 

 

事例 3：5回表、リードしている先攻の攻撃中に規定の時間となった場合は、5回が最終回となる。 

1 2 3 4 5 6 計

先攻 0 0 2 0

後攻 0 0 1 0
 

 

事例 4：5回裏、リードされている後攻の攻撃中に規定の時間となった場合は、5回が最終回となる。 

1 2 3 4 5 6 計

先攻 0 0 2 0 0

後攻 0 0 1 0
 

 

事例 5：5回裏、リードされている後攻の攻撃中で同点となった状態で規定の時間となった場合は、5回 

が最終回となる。その後 5回裏に後攻が得点すれば、サヨナラ試合となり、同点のまま終了した 

場合は、特別延長戦となる。 

1 2 3 4 5 6 計

先攻 0 0 2 0 0

後攻 0 0 1 0 1
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事例 6：5回裏、リードされている後攻の攻撃中で逆転した後、規定の時間となった場合は、5回が最終回 

となる。規定の時間になった時に打席に立っていた打者が、最終打者となる。 

1 2 3 4 5 6 計

先攻 0 0 2 0 0

後攻 0 0 1 0 3
 

 

事例 7：5回表、リードされている先攻の攻撃中に規定の時間となった場合は、5回が最終回となる。 

1 2 3 4 5 6 計

先攻 0 0 0 0

後攻 0 0 1 0
 

 

事例 8：5回裏、リードしている後攻の攻撃中に規定の時間となった場合は、5回が最終回となる。 

規定の時間になった時に打席に立っていた打者が、最終打者となる。 

1 2 3 4 5 6 計

先攻 0 0 1 0 0

後攻 0 0 2 0
 

 

以上 

 


